
  

 愛 媛 県 建 設 工 事 入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 実 施 要 領  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 県 が 発 注 す る 建 設 業 法 （ 昭 和 2 4年 法 律

第  1 0 0号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 建 設 工 事 （ 以 下 「 工 事 」

と い う 。 ） に お け る 入 札 業 務 の 効 率 化 及 び 発 注 期 間 の 短 縮

化 を 図 り 、 入 札 ・ 契 約 手 続 の よ り 一 層 の 透 明 性 ・ 競 争 性 を

確 保 す る た め 、 入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 を 実 施 す る に あ

た っ て 必 要 な 手 続 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 と は 、 一 般 競 争 入 札 に 係

る 入 札 前 の 入 札 参 加 申 請 手 続 を 簡 略 化 し 、 愛 媛 県 電 子 入 札

運 用 基 準（ 工 事 ・ 業 務 ）（ 平 成 1 7年 ８ 月 1 7日 制 定 。以 下「 運

用 基 準 」 と い う 。 ） に 定 義 す る シ ス テ ム （ 以 下 「 電 子 入 札

シ ス テ ム 」 と い う 。 ） に よ る 開 札 の 執 行 後 に 、 落 札 候 補 者

か ら 順 に 入 札 参 加 資 格 を 審 査 し て 落 札 者 を 決 定 す る も の を

い う 。  

２  前 項 の 落 札 候 補 者 と は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低

の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 者 （ 愛 媛 県 建 設 工 事 最 低 制 限 価

格 制 度 実 施 要 綱 （ 平 成 2 1年 1 0月 １ 日 制 定 ） の 適 用 を 受 け る

工 事 に あ っ て は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 で 最 低 制

限 価 格 以 上 の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 者 の う ち 最 低 の 価 格

を も っ て 入 札 を し た 者 ） を い う 。 た だ し 、 愛 媛 県 建 設 工 事

簡 易 型 総 合 評 価 落 札 方 式 実 施 要 領（ 平 成 1 8年 ９ 月 2 0日 制 定 。

以 下 「 総 合 評 価 実 施 要 領 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 総 合 評 価

落 札 方 式 に よ り 落 札 者 を 決 定 す る 場 合 （ 以 下 「 総 合 評 価 落

札 方 式 の 場 合 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 予 定 価 格 の 制 限 の

範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 者 の う ち 評 価 値 が 最 も 高

い 者 を い う 。  

 （ 対 象 工 事 ）  

第 ３ 条  原 則 と し て 、 愛 媛 県 建 設 工 事 請 負 業 者 選 定 要 領 （ 昭

和 3 9年 ７ 月 愛 媛 県 告 示 第  6 0 7号 ） 第 ７ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る

格 付 け 等 級 の 最 下 位 等 級 以 外 の 対 象 工 事 を 対 象 と し て 実 施

す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

( 1 )  入 札 前 に 技 術 提 案 又 は 入 札 参 加 資 格 の 審 査 を 行 う 必 要  

が あ る 工 事  

( 2 )  災害復旧工事のうち、応急復旧工事及び緊急度が極めて高い本

復旧工事 

( 3 )  設 計 金 額 １ 億 円 未 満 の 災 害 復 旧 工 事 及 び 同 ３ 千 万 円 未

満 の 防 災 対 策 工 事  

( 4 )  入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 が 不 適 当 と 認 め ら れ る 工 事  

( 5 )  地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 に 特 例  

を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第  3 7 2号 ） に 定 め る 工 事  

 ( 6 )  総 合 評 価 実 施 要 領 第 ３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 簡 易 型 総 合

評 価 落 札 方 式 （ 簡 易 実 績 型 ） で 実 施 し た 入 札 後 審 査 型 一



  

般 競 争 入 札 で 入 札 不 調 と な り 、 再 度 発 注 す る 工 事  

 （ 入 札 の 公 告 等 ）  

第 ４ 条  入 札 執 行 者 は 、地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 2 2年 政 令 第 1

6号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第  1 6 7条 の ６ 第 １ 項 及 び 愛 媛 県

会 計 規 則 （ 昭 和 4 5年 愛 媛 県 規 則 第 1 8号 。 以 下 「 規 則 」 と い

う 。）第  1 3 2条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、県 ホ ー ム ペ ー ジ（ 愛

媛 県 電 子 入 札 ホ ー ム ペ ー ジ 又 は 発 注 部 局 等 の ホ ー ム ペ ー ジ

を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 県 の 掲 示 板 に よ り 公 告 す る も の

と す る 。  

２  入 札 の 公 告 は 、 別 に 定 め る 標 準 入 札 公 告 例 に よ る も の と

す る 。  

 （ 入 札 参 加 資 格 ）  

第 ５ 条  入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 は 、 令 第  1 6 7条 の ６

に 規 定 す る 「 競 争 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 」 と し て 、 概

ね 、 次 の 事 項 を 公 告 す る も の と す る 。  

( 1） 令 第  1 6 7条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ

と 。 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7号 ）第 3 2条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 者 で な

い こ と を 含 む 。 ）  

( 2） 県 の 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 を 提 出 し て い る  

こ と 。 （ 工 事 種 別 及 び 参 加 業 者 の 等 級 格 付 、 規 模 等 を 明

示 す る こ と 。 ）  

( 3） 入 札 期 間 の 初 日 か ら 落 札 者 の 決 定 の 日 ま で の 間 に 、 愛  

媛 県 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 要 綱 （ 昭 和 6 3年 ８ 月

１ 日 制 定 ） に 基 づ い て 知 事 が 行 う 入 札 参 加 資 格 停 止 の 期

間 が な い 者 で あ る こ と 。  

( 4） 当 該 工 事 に 係 る 設 計 業 務 等 の 受 託 者 又 は 当 該 受 託 者 と

資 本 若 し く は 人 事 面 に お い て 関 連 が あ る 者 で な い こ と 。  

( 5） 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 間 に 、 資 本 関 係 又 は 人 的

関 係 が な い 者 で あ る こ と 。 （ 共 同 企 業 体 の 場 合 は 、 入 札

に 参 加 し よ う と す る 他 の 共 同 企 業 体 の 構 成 員 と の 間 に 、

資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 が な い 者 で あ る こ と 。 ）  

( 6） 本 店 、 支 店 又 は 営 業 所 の 所 在 地 等 か ら み て 、 当 該 工 事  

を 的 確 か つ 円 滑 に 実 施 で き る 体 制 が 確 保 で き る こ と 。  

( 7） 当 該 工 事 と 同 種 ・ 同 程 度 の 工 事 の 施 工 実 績 が あ る こ と  

。 （ 過 去 の 施 工 実 績 基 準 等 を 明 示 す る こ と 。 ）  

( 8） 当 該 工 事 に 配 置 を 予 定 す る 監 理 技 術 者 又 は 主 任 技 術 者

が 適 正 で あ る こ と 。（ 必 要 な 資 格 基 準 等 を 明 示 す る こ と 。） 

( 9） 総 合 評 価 落 札 方 式 の 場 合 は 、 総 合 評 価 に 係 る 施 工 計 画  

等 が 適 正 で あ る こ と 。 （ 総 合 評 価 に 係 る 評 価 項 目 、 評 価

基 準 等 を 明 示 す る こ と 。 ）  

 (10）次 に 掲 げ る 規 定 に よ る 届 出 を し て い な い 者 （ 当 該 規 定

が 適 用 さ れ な い 者 を 除 く 。 ） で な い こ と 。  

ア  健 康 保 険 法 （ 大 正 1 1年 法 律 第 7 0号 ） 第 4 8条  

イ  厚 生 年 金 保 険 法 （ 昭 和 2 9年 法 律 第 1 1 5号 ） 第 2 7条  



  

ウ  雇 用 保 険 法 （ 昭 和 4 9年 法 律 第 1 1 6号 ） 第 7条  

 (11）入 札 に 参 加 す る 者 又 は そ の 役 員 等 （ 業 務 を 執 行 す る 社

員 、 取 締 役 、 執 行 役 若 し く は こ れ ら に 準 ず る 者 又 は 相 談

役 、 顧 問 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る か を 問 わ

ず 、 法 人 に 対 し 業 務 を 執 行 す る 社 員 、 取 締 役 、 執 行 役 若

し く は こ れ ら に 準 ず る 者 と 同 等 以 上 の 支 配 力 を 有 す る も

の と 認 め ら れ る 者 を い う 。）が 次 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

ア  愛 媛 県 暴 力 団 排 除 条 例（ 平 成 2 2年 愛 媛 県 条 例 第 2 4号 ）

第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 等 （ 以 下 「 暴 力 団 員

等 」 と い う 。 ）  

イ  暴 力 団 員 等 で な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者  

ウ  暴 力 団 員 等 又 は イ に 掲 げ る 者 が そ の 事 業 活 動 を 支 配

す る 者  

(12）そ の 他 工 事 毎 に 必 要 と 認 め る 事 項  

 （ 入 札 参 加 資 格 の 決 定 ）  

第 ６ 条  前 条 に 規 定 す る 資 格 は 、 設 計 金 額 ５ 億 円 以 上 の 工 事

に つ い て は 、 愛 媛 県 競 争 参 加 資 格 審 査 会 の 審 査 を 経 て 知 事

が 決 定 し 、 同 ５ 億 円 未 満 の 工 事 に つ い て は 、 次 に 定 め る と

こ ろ に よ る も の と す る 。  

( 1） 本 庁 発 注 工 事  

ア  知 事 部 局 が 発 注 す る も の に あ っ て は 、 愛 媛 県 競 争 参

加 資 格 審 査 会 要 綱 （ 平 成 ６ 年 ５ 月 ６ 日 制 定 ） 第 ５ の 規

定 に 基 づ く 審 査 を 経 て 総 務 部 長 又 は 行 政 経 営 課 長 が 決

定  

イ  そ の 他 の 機 関 が 発 注 す る も の に あ っ て は 、 当 該 工 事

を 発 注 す る 機 関 に お い て 設 置 す る 検 討 委 員 会 等 の 審 査

を 経 て 機 関 の 長 が 決 定  

( 2） 地 方 機 関 発 注 工 事 に あ っ て は 、 当 該 工 事 を 発 注 す る 地

方 機 関 に お い て 設 置 す る 審 査 会 等 の 審 査 を 経 て 地 方 機 関

の 長 が 決 定  

 （ 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 及 び 入 札 参 加 資 格 確 認 資 料 の 提

出 ）  

第 ７ 条  入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 の 入 札 参 加

資 格 を 確 認 す る た め 、 参 加 希 望 者 か ら 入 札 時 に 入 札 参 加 資

格 確 認 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） 及

び 入 札 参 加 資 格 確 認 資 料 （ 様 式 第 ２ 号 （ 総 合 評 価 落 札 方 式

の 場 合 は 総 合 評 価 実 施 要 領 に 規 定 す る 総 合 評 価 に 係 る 資 料

を 含 む 。 ） 。 以 下 「 確 認 資 料 」 と い う 。 ） の 提 出 を 求 め る

こ と と し 、そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。 

２  申 請 書 及 び 確 認 資 料 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 示 す 様

式 に 従 い 作 成 し 、 参 加 希 望 者 が 提 出 す る も の と し 、 提 出 方

法 及 び 提 出 期 間 に つ い て は 、 公 告 に お い て 明 ら か に す る も

の と す る 。  

３  公 告 に お い て 示 す 様 式 は 、申 請 書 に つ い て は 様 式 第 １ 号 、

確 認 資 料 に つ い て は 様 式 第 ２ 号 に 準 じ て 作 成 す る も の と す



  

る 。  

 （ 基 本 的 入 札 参 加 資 格 の 事 前 確 認 ）  

第 ８ 条  入 札 執 行 者 は 、 入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 の 入 札 に

参 加 し よ う と す る 者 が 、 第 ５ 条 に 規 定 す る 入 札 参 加 資 格 に

関 し て 、 発 注 者 が 指 定 し た 期 間 に 申 請 書 及 び 確 認 資 料 を 提

出 し て い る か ど う か の 確 認 を 、 全 て の 入 札 参 加 者 に つ い て

開 札 執 行 前 に 行 う も の と す る 。  

２  入 札 執 行 者 は 、 前 項 に お い て 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い な

い と 認 め た 者 に つ い て は 、 入 札 参 加 資 格 不 適 格 通 知 書 （ 様

式 第 ３ 号 ） を 送 付 す る と と も に 、 規 則 第  1 3 9条 に 基 づ き 当

該 入 札 を 無 効 と す る 。 （ 当 該 入 札 者 が 、 運 用 基 準 に 定 め る

や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 入 札 執 行 者 の 承 諾 を 得 て 紙 入 札

方 式 に て 入 札 に 参 加 す る 者（ 以 下「 紙 入 札 参 加 者 」と い う 。）

で あ る 場 合 は 、当 該 入 札 に 参 加 さ せ て は な ら な い 。）な お 、

前 項 の 確 認 を 受 け ず に 、 当 該 入 札 に 参 加 し よ う と し た 者 も

同 様 と す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 事 前 確 認 の 内 容 と そ の 方 法 に つ い て

は 、 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

 （ 入 札 説 明 書 の 配 布 ）  

第 ９ 条  次 に 掲 げ る 入 札 関 連 書 類 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載

し 、 入 札 参 加 希 望 者 が 閲 覧 で き る よ う に す る と と も に 、 入

札 執 行 機 関 に お い て 配 布 す る も の と す る 。  

( 1 )  入 札 に 係 る 説 明 事 項  

( 2 )  申 請 書 及 び 確 認 資 料  

( 3 )  愛 媛 県 建 設 工 事 入 札 者 心 得  

( 4 )  契 約 の 保 証 に つ い て  

( 5 )  設 計 図 書 等 貸 与 申 請 書 （ 閲 覧 所 を 設 け て 閲 覧 に 供 す る

場 合 ）  

( 6 )  そ の 他 工 事 毎 に 必 要 と 認 め る も の  

 （ 設 計 図 書 等 の 閲 覧 等 ）  

第 １ ０ 条  設 計 図 書 等 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ 又 は 閲 覧 所 に お い

て 閲 覧 に 供 す る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に

す る も の と す る 。  

２  設 計 図 書 等 の 閲 覧 期 間 （ 閲 覧 所 を 設 け て 閲 覧 に 供 す る 場

合 は 閲 覧 場 所 及 び 閲 覧 方 法 を 含 む 。 ） は 、 公 告 に お い て 明

ら か に す る も の と す る 。  

３  設 計 図 書 等 の 閲 覧 は 、公 告 後 速 や か に 開 始 す る こ と と し 、

入 札 の 期 間 の 初 日 の 前 日 ま で 行 う も の と す る 。  

４  質 問 書 の 提 出 は 原 則 と し て 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 行 う

も の と し 、 提 出 方 法 、 受 付 期 間 及 び 受 付 場 所 に つ い て は 、

公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

５  質 問 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 質 問 に 対 す る 回 答 を

電 子 入 札 シ ス テ ム 又 は 県 ホ ー ム ペ ー ジ に よ り 公 表 す る も の

と す る 。 質 問 に 対 す る 回 答 書 の 公 表 方 法 及 び 公 表 期 間 に つ

い て は 、 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  



  

６  質 問 書 の 受 付 期 間 は 、 原 則 と し て 設 計 図 書 等 の 閲 覧 を 開

始 し た 日 の 翌 日 か ら 、 入 札 の 期 間 の 初 日 の ６ 日 （ 愛 媛 県 の

休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 愛 媛 県 条 例 第 ３ 号 ） 第 １ 条 に

規 定 す る 県 の 休 日 （ 以 下 「 休 日 」 と い う 。 ） を 含 ま な い 。 ）

前 ま で と す る も の と す る 。  

７  質 問 に 対 す る 回 答 書 の 閲 覧 は 、 原 則 と し て 、 質 問 書 の 提

出 期 限 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ 日 （ 休 日 を 含 ま な い 。 ） 以

内 に 開 始 し 、 入 札 の 期 間 の 初 日 の 前 日 に 終 了 す る も の と す

る 。  

 （ 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 ）  

第 １ １ 条  入 札 保 証 金 に つ い て は 、 規 則 第  1 3 5条 及 び 第  1 3 6

条 の 規 定 に よ り 入 札 見 積 金 額 の  1 0 0分 の ５ 以 上 の 額 を 納 付

す る も の と す る 。 た だ し 、 規 則 第  1 3 7条 に 該 当 す る も の に

つ い て は 免 除 す る こ と が あ る 。  

２  入 札 保 証 金 の 免 除 に つ い て は 、 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ く 事 前 確 認 の 際 に 、 規 則 第  1 3 7条 に 該 当 す る か 否 か を 判

断 す る も の と す る 。  

３  契 約 保 証 金 に つ い て は 、 規 則 第  1 5 2条 及 び 第  1 5 3条 の 規

定 に よ り 契 約 金 額 の 1 0分 の １ 以 上 の 額 を 納 付 す る も の と す

る 。 た だ し 、 規 則 第  1 5 4条 に 該 当 す る も の に つ い て は 免 除

す る こ と が あ る 。  

 （ 開 札 の 執 行 ）  

第 １ ２ 条  開 札 の 執 行 は 、 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ く 事 前 確 認 に

お い て 、 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い る と 確 認 で き た 者 の 入 札

書 を 開 札 の 対 象 と し （ 紙 入 札 参 加 者 に つ い て は 、 入 札 参 加

資 格 を 有 し て い る と 確 認 で き た 者 を 参 加 さ せ る も の と し ）、

そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

２  入 札 に 際 し 、 入 札 参 加 者 に 工 事 費 内 訳 書 、 申 請 書 及 び 確

認 資 料 の 提 出 を 求 め る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明

ら か に す る も の と す る 。  

３  入 札 及 び 開 札 の 日 時 、 場 所 に つ い て は 、 公 告 に お い て 明

ら か に す る も の と す る 。  

４  入 札 執 行 者 は 、 開 札 後 、 落 札 者 の 決 定 を 保 留 し 、 後 日 落

札 者 を 決 定 す る 旨 を 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 通 知 す る 。（ 紙

入 札 参 加 者 に 対 し て は 、 入 札 参 加 者 全 員 の 入 札 額 、 業 者 名

を 公 表 の 上 、 後 日 落 札 者 を 決 定 す る 旨 を 口 頭 に よ り 通 知 す

る 。 ） な お 、 愛 媛 県 建 設 工 事 低 入 札 価 格 調 査 制 度 実 施 要 綱

（ 平 成 1 9年 ４ 月 １ 日 制 定 ）の 適 用 を 受 け る 工 事 に あ っ て は 、

入 札 の 結 果 、 同 要 綱 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 調 査 基 準 価 格

を 下 回 る 入 札 が あ っ た 場 合 に は 、 同 要 綱 に 基 づ く 調 査 （ 以

下 「 低 入 札 価 格 調 査 」 と い う 。 ） を 行 う 旨 を 併 せ て 通 知 す

る 。  

 （ 落 札 決 定 及 び 入 札 参 加 資 格 要 件 の 審 査 ）  

第 １ ３ 条  入 札 執 行 者 は 、 開 札 の 執 行 後 （ 総 合 評 価 落 札 方 式

の 場 合 は 、 開 札 を 執 行 し 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格



  

を も っ て 入 札 を し た 入 札 参 加 者 に つ い て 評 価 値 の 算 出 を 行

っ た 後 ） 、 落 札 候 補 者 に 対 し て 、 第 ５ 条 第 ７ 号 、 第 ８ 号 、

第 1 0号 及 び 第 1 2号 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 の 場 合 は 同 条 第 ９ 号

を 含 む 。 ） に 規 定 す る 入 札 参 加 資 格 に 関 し て 、 確 認 資 料 を

証 す る 資 料 （ 愛 媛 県 建 設 工 事 入 札 後 審 査 型 一 般 競 争 入 札 審

査 項 目 等 証 明 手 続 要 領 （ 平 成 2 8年 ３ 月 2 5日 制 定 ） に 定 め る

審 査 項 目 等 証 明 申 請 書 を 含 む 。 以 下 「 追 加 資 料 」 と い う 。 ）

の 提 出 を 求 め る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に

す る も の と す る 。 な お 、 追 加 資 料 は 電 子 入 札 シ ス テ ム 、 Ｆ

Ａ Ｘ 、 電 子 メ ー ル 又 は 持 参 に よ り 原 則 と し て 開 札 執 行 日 中

の 提 出 を 求 め る も の と し 、提 出 が な か っ た 場 合 は 、規 則 第  

1 3 9条 に 基 づ き 当 該 入 札 を 無 効 と し 、次 順 位 者 に 対 し て 追 加

資 料 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

２  入 札 執 行 者 は 、 落 札 候 補 者 か ら 提 出 さ れ た 申 請 書 、 確 認

資 料 及 び 追 加 資 料 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 書 等 」 と い

う 。 ） の 内 容 を 審 査 し 、 入 札 参 加 資 格 を 満 た し て い る と 認

め ら れ る 場 合 に は 、 落 札 候 補 者 以 外 の 入 札 参 加 者 の 審 査 を

省 略 し 、 落 札 候 補 者 を 落 札 者 と 決 定 し て 審 査 を 終 了 す る も

の と す る 。 た だ し 、 落 札 候 補 者 が 入 札 参 加 資 格 を 満 た し て

い な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 次 順 位 者 か ら 順 に 、 落 札 者

が 決 定 す る ま で 同 様 の 手 続 を 行 う も の と す る 。 な お 、 同 価

格 （ 総 合 評 価 落 札 方 式 の 場 合 は 同 評 価 値 ） の 入 札 を し た 者

が ２ 者 （ 共 同 企 業 体 の 場 合 を 含 む 。 ） 以 上 で あ る 場 合 は 、

追 加 資 料 の 提 出 を 求 め る 前 に 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ る 電 子

く じ を 実 施 し 、 落 札 候 補 者 と な る 順 位 を 決 定 す る も の と す

る 。  

３  落 札 候 補 者 が し た 入 札 が 、 低 入 札 価 格 調 査 の 対 象 で あ る

場 合 は 、 入 札 執 行 者 は 、 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 必 要

に 応 じ て 落 札 候 補 者 以 外 の 入 札 参 加 者 に 対 し て 追 加 資 料 の

提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 、 入 札 執 行 者 は 、 当

該 入 札 参 加 者 か ら 提 出 さ れ た 申 請 書 等 の 内 容 を 審 査 す る も

の と す る 。 た だ し 、 落 札 者 の 決 定 は 当 該 低 入 札 価 格 調 査 の

後 に 行 う も の と す る 。  

４  前 項 に お い て 、 入 札 参 加 資 格 を 満 た し て い な い と 認 め ら

れ た 者 （ 申 請 書 等 が 不 備 で あ っ た 場 合 も 含 む 。 ） が し た 入

札 に つ い て は 、 規 則 第  1 3 9条 に 基 づ き 入 札 を 無 効 と す る も

の と す る 。  

５  落 札 者 の 決 定 は 、 原 則 と し て 開 札 執 行 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ３ 日 （ 休 日 を 含 ま な い 。 ） 以 内 に 行 う も の と す る 。 た

だ し 、 低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 す る 場 合 及 び 総 合 評 価 落 札 方

式 の 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

６  入 札 執 行 者 は 、 落 札 者 を 決 定 し た 場 合 に は 、 直 ち に 入 札

参 加 者 に 対 し 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 落 札 者 決 定 の 通 知 を

行 う も の と す る 。 （ 紙 入 札 参 加 者 に 対 す る 落 札 者 決 定 の 通

知 に つ い て は 、 紙 入 札 参 加 者 が 落 札 者 で あ る 場 合 は 、 口 頭



  

又 は 文 書 に よ る も の と し 、 紙 入 札 参 加 者 が 落 札 者 以 外 で あ

る 場 合 は 、 県 ホ ー ム ペ ー ジ に 入 札 結 果 を 公 表 す る こ と を も

っ て 、 落 札 者 決 定 の 通 知 に 代 え る も の と す る 。 ）  

７  第 ２ 項 に お い て 、 入 札 参 加 資 格 を 満 た し て い な い と 認 め

ら れ た 者 に つ い て は 、 入 札 参 加 資 格 不 適 格 通 知 書 （ 様 式 第

３ 号 ） を 送 付 す る も の と す る 。  

８  入 札 執 行 者 は 、 落 札 者 の 決 定 後 、 請 負 契 約 の 締 結 ま で の

間 に お い て 、 当 該 落 札 者 が 入 札 参 加 資 格 の 要 件 の い ず れ か

を 満 た さ な く な っ た 場 合 に は 、 当 該 請 負 契 約 を 締 結 し な い

こ と が あ る 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

 （ 入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め た 者 に 対 す る 理 由 の 説 明 ）  

第 １ ４ 条  入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は 、 前 条 第 ６

項 の 通 知 を し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ７ 日 （ 休 日 を 含 ま な

い 。 ） 以 内 に 、 入 札 執 行 者 に 対 し て 入 札 参 加 資 格 が な い と

認 め た 理 由 の 説 明 を 書 面 に よ り 求 め る こ と が で き る も の と

し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

２  入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 が 説 明 を 求 め る 場 合

は 、 書 面 を 持 参 す る こ と に よ り 行 う も の と し 、 書 面 の 提 出

先 と 併 せ て 、 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

３  入 札 執 行 者 は 、 第 １ 項 の 説 明 を 求 め ら れ た と き は 、 苦 情

を 申 し 立 て る こ と の で き る 最 終 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 0日

（ 休 日 を 含 ま な い 。 ） 以 内 に 、 説 明 を 求 め た 者 に 対 し 、 書

面 に よ り 回 答 す る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か

に す る も の と す る 。  

 （ 落 札 者 と し て 決 定 し な か っ た 者 に 対 す る 理 由 の 説 明 ）  

第 １ ５ 条  総 合 評 価 落 札 方 式 の 場 合 で 、 落 札 者 と し て 決 定 さ

れ な か っ た 者 は 、 第 1 3条 第 ６ 項 の 通 知 を し た 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て ７ 日 （ 休 日 を 含 ま な い 。 ） 以 内 に 、 入 札 執 行 者 に

対 し て 落 札 者 と し て 決 定 し な か っ た 理 由 の 説 明 を 書 面 に よ

り 求 め る こ と が で き る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明

ら か に す る も の と す る 。  

２  落 札 者 と し て 決 定 さ れ な か っ た 者 が 説 明 を 求 め る 場 合 は 、

書 面 を 持 参 す る こ と に よ り 行 う も の と し 、 書 面 の 提 出 先 と

併 せ て 、 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の と す る 。  

３  入 札 執 行 者 は 、 第 １ 項 の 説 明 を 求 め ら れ た と き は 、 苦 情

を 申 し 立 て る こ と の で き る 最 終 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 0日

（ 休 日 を 含 ま な い 。 ） 以 内 に 、 説 明 を 求 め た 者 に 対 し 、 書

面 に よ り 回 答 す る も の と し 、 そ の 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か

に す る も の と す る 。  

 （ 入 札 の 無 効 ）  

第 １ ６ 条  公 告 に 示 し た 競 争 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な

い 者 及 び 虚 偽 の 申 請 を 行 っ た 者 の し た 入 札 並 び に 愛 媛 県 建

設 工 事 入 札 者 心 得 及 び 運 用 基 準 等 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反

し た 入 札 は 無 効 と す る 旨 を 公 告 に お い て 明 ら か に す る も の

と す る 。  



  

 （ 入 札 の 中 止 ）  

第 １ ７ 条  第 ８ 条 第 １ 項 の 基 本 的 入 札 参 加 資 格 の 事 前 確 認 の

結 果 、 基 本 的 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い る と 認 め ら れ る 者 が

い な い と き 又 は 設 計 金 額 １ 億 円 以 上 の 工 事 に つ い て 、 基 本

的 入 札 参 加 資 格 を 有 し て い る と 認 め ら れ る 者 が １ 者 （ 共 同

企 業 体 の 場 合 は １ 共 同 企 業 体 ） で あ る と き は 、 入 札 を 中 止

す る も の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ ８ 条  電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 入 札 を 行 う 場 合 は 、 こ の

要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 運 用 基 準 に よ る も の と す る 。  

第 １ ９ 条  総 合 評 価 落 札 方 式 の 場 合 は 、 こ の 要 領 に 定 め る も

の の ほ か 、 総 合 評 価 実 施 要 領 に よ る も の と す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 1 5年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 1 6年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 1 8年 ４ 月 2 7日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 1 8年 ９ 月 2 0日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 1 9年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 0年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 1年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 1年 1 0月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 3年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 4年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 6年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 7年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 7年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 7年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 8年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 2 8年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  



  

 こ の 要 領 は 、 平 成 3 0年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 3 1年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ２ 年 1 0月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ７ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 領 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



 
（様式第１号）                                                                     

 
                            入札参加資格確認申請書 
 
 
                                  年  月  日 
 
 
 
  （契約担当者）  様 
  （※知事又は地方局長） 
 
                     住 所 
                             申請者      商号又は名称 
                                         代 表 者 名                          
             （※共同企業体の場合は、代表者・構成員連名とする。） 
 
    ○年○月○日付けで入札公告のあった○○○○工事に係る入札に参加する資格につ

いて確認くださるよう、次の書類を添えて申請します。 
  なお、添付書類については事実と相違ないことを誓約します。 
 
 
 
  １ 入札参加資格確認資料（様式第２号） 

(1) 基本事項（資本関係及び人的関係に係る状況を含む。）（（様式第２号）その１） 

(2) 施工実績（（様式第２号）その２） 

(3) 監理（主任）技術者の資格・従事経験（（様式第２号）その３） 

 
 ２ 工事費内訳書 

 
 

注 申請書は１部提出のこと。 



（様式第２号）その１   

入札参加資格確認資料（基本事項） 

 

 

                商号又は名称           

 
 

民事再生手続開始又は会

社更生手続開始の申立て

の有無 
【※共通事項○(○)関係】 
 

該当する□に印を付する 

こと。(以下同じ) 

□民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがなされてい

る。 

 

□上記に該当するが、再生計画認可又は更生計画認可の決定を受け

ている。 

 

□いずれの申立てもなされていない。 

本工事の設計業務等の受

託者等との関連の有無

（入札説明書○(○)に掲

げるア又はイへの該当の

有無） 
【※共通事項○(○)関係】 

□あり（関連する理由：                  ） 

 

□なし 

資本関係又は人的関係の

ある建設会社の有無 

（入札説明書○(○)に掲

げるア、イ又はウに該当

する建設会社又は役員の

有無） 
【※共通事項○(○)関係】 

□あり  ※「あり」の場合は、「資本関係及び人的関係に係る状況届」 

（（様式第２号）その１－１を併せて提出すること。） 

 

 

□なし 

本工事の業種に係る建設

業の許可区分 
【※共通事項○(○)関係】 

□特定建設業 

 

□一般建設業 

本店等 

所在地 
【※共通事

項○(○) 

関係】 

本店等区分 

□本店 

 

□支店又は営業所 

所在地  

本工事の業種に係る格付

け等級 
【※共通事項○(○)関係】 

○○工事 □Ｓ等級 □Ａ等級 □Ｂ等級 □Ｃ等級 □Ｄ等級 

社会保険等の 

届出義務の履行状況 

【※共通事項○(○)関係】 

健康保険 □加入又は適用除外（届出義務なし含む） □未加入 
厚生年金保険 □加入又は適用除外（届出義務なし）   □未加入 
雇用保険 □加入又は適用除外（届出義務なし）   □未加入 

暴力団員等との関係状況 

【※共通事項○(○)関係】 

□愛媛県暴力団排除条例に定める暴力団員等（以下「暴力団員等」と

いう。）である。 

□暴力団員等でなくなった日から５年を経過しない者である。 

□暴力団員等又は暴力団員等でなくなった日から５年を経過しない者

が事業活動を支配する者である。 

□上記のいずれにも該当しない。 

備   考  

注  「 本 工 事 の 業 種 に 係 る 格 付 け 等 級 」欄 に つ い て 、建 築 一 式 工 事 に あ っ て は「 □  

Ｓ 等 級 」 を 、 そ の 他 工 事 に あ っ て は 「 □ Ｓ 等 級 」 及 び 「 □ Ｄ 等 級 」 は 選 択 し な い 。 

 



（様式第２号）その１－１                                                         
 

 

資本関係及び人的関係に係る状況届 
 

 

 

 

                                      

商号又は名称           

 

 

 

１ 資本関係に係る事項 

(1) 会社法第２条第４号の親会社 

 

 

 

 

 

(2) 会社法第２条第３号の子会社 

 

 

 

 

 

(3) 会社法第２条第４号の親会社を同一とする子会社の関係を有する会社 

 

 

 

 

 

 

２ 人的関係に係る事項 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
注 １  該 当 が な い 場 合 は 、 本 様 式 （（ 様 式 第 ２ 号 ） そ の １ － １ ） の 提 出 は 必 要 な い 。  

２  「２ 人的関係に係る事項」については、役員及び民事再生法第 64 条第２項又は会社更生法第 67 条第

１項の規定により選任された管財人について記入すること。 

 

 

 

 

商号又は名称 本店所在地 許可番号 

   

   

商号又は名称 本店所在地 許可番号 

   

   

商号又は名称 本店所在地 許可番号 

   

   

他社と兼任している役員等 兼任先及び兼任先での役職 

役職 氏名 商号又は名称 許可番号 役職 

     

     



（様式第２号）その１－２ 

年  月  日  

 

（契約担当者）     様 

  （※知事又は地方局長） 

住所：                  

会社名：                 

代表者氏名：              

 

誓   約   書 
 

下記の理由により、    年  月  日付で公告のありました「○○工事」の競争

入札に関し、当社は、○○保険法第○条に規定する届出の義務を有する者には該当しませ

ん。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

以上のことについて、誓約します。 

 

記 

（健康保険・厚生年金保険） 

 □従業員５人未満の個人事業所であるため。 

 □従業員５人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。 

 □その他の理由 

 
 
 
 
 （その他の理由を選択した場合） 
      年  月  日、関係機関（○○年金事務所○○課）に問い合わせを行い判

断しました。 
 
（雇用保険） 
 □役員のみの法人であるため 
 □その他の理由 
 
 
 
 
 （その他の理由を選択した場合） 
      年  月  日、関係機関（ハローワーク○○ ○○課）に問い合わせを行

い判断しました。 
 
注  本様式（（様式第２号）その１－２）については、入札説明書○（○）に掲げるところに従い、追加資料の

提出を求められた者で、社会保険等の届出の義務を有しない者であって、直近の経営事項審査結果通知書の写

し等、適用除外であることが確認できる資料を提出することができない場合に提出すること。（該当ない場合

は提出の必要はない。） 



（様式第２号）その２                                                        

入札参加資格確認資料（施工実績） 

【※共通事項○(○)関係】 

 

 

                商号又は名称           

 

工 事 名  

発 注 者 名  

工 事 場 所  

契 約 金 額  

完 成 時 期  

該当する□に印を 

付すること。 

□ 過去15年以内  □ 完成後15年超経過 

受 注 形 態 等 

 

該当する□に印を 

付すること。 

 □ 単体 

 

 □ 共同企業体 

   (出資比率   ％) 

 

工 

事 

概 

要 

等 

○○○○ 

 

○○○○ 

  

                    

 

備   考 

 

 注 １  工 事 場 所 の 項 は 、 市 町 村 名 ま で 記 入 す る こ と 。  

２  完 成 時 期 の 項 は 、 開 札 日 か ら 起 算 し て の 年 数 と す る 。  

３  受 注 形 態 等 の 項 の ( )内 は 、共 同 企 業 体 に お け る 自 己 の 出 資 比 率 を 記 入 す る こ と 。 

４  入 札 説 明 書 ○ (○ )に 掲 げ る と こ ろ に 従 い 、追 加 資 料 の 提 出 を 求 め ら れ た 者 に つ い

て は 、 開 札 後 速 や か に 、 施 工 実 績 を 証 す る 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

 



（様式第２号）その３                                                       

入札参加資格確認資料（監理（主任）技術者の資格・従事経験） 
【※共通事項○(○)関係】 

 

                商号又は名称           

氏 名 
 

職 名 
該当する□に印を付すること。 

□監理技術者  
□主任技術者  

法令による資格・免許  
公告で示す許可業種に要する 

資格を記載すること。 

 

従 
 

 
 

事 
 

 
 

経 
 

 
 

験 

工 事 名 
 

発 注 者 名  

工 事 場 所  

契 約 金 額  

完 成 時 期 
該当する□に印を 
付すること。 

 
□ 過去 15 年以内  □ 完成後 15 年超経過  

受  注  形  態  等 
該当する□に印を 
付すること。 

□ 単体  
□ 共同企業体  

    (出資比率   ％ ) 

従 事 役 職  
該当する役職について 

□に印を付するとともに、 
当工事の従事期間について 

〔 〕内の□に印を付すること。 

□監理技術者   □主任技術者  
□担当技術者   □現場代理人  

 
□工期の全体 

□工期の 1/2 以上の期間（上記以外） 

□工期の 1/2 未満の期間  
工

事 

概

要

等 

○○○○  

○○○○  



 

専任配置の特例 

□あり  □なし 

（項目ごとに、該当する□に印を付す

ること。） 

□①法第２６条第３項第１号該当（専任特例１号関係） 

※「人員の配置を示す計画書」を作成すること。 

□②法第２６条第３項第２号該当（専任特例２号関係） 

○他工事との兼任について 
 ・発 注 機 関： 
       （監督員等名：              ） 
 ・工 事 名: 
 ・工 事 場 所: 
 ・工事現場の間隔：              km 
 ・請 負 金 額：                   円 

（契約前）□4,500万円以上 □4,500万円未満 

※ 建築一式工事の場合は「4,500万円」を「9,000万円」に読み替える。 
 ・工 期：   年 月 日～ 年 月 日 

○監理技術者補佐について 
 ・氏名： 
 ・法令による資格・免許: 

□③・④建設業法施行令第２７条第２項該当 

 
□ 
③ 

○他工事との兼任について 
 ・発 注 機 関： 
       （監督員等名：              ） 
 ・工 事 名: 
 ・工 事 場 所: 
 ・工事現場の間隔：              km 
 ・請 負 金 額：                   円 

（契約前）□4,500万円以上 □4,500万円未満 

※ 建築一式工事の場合は「4,500万円」を「9,000万円」に読み替える。 
 ・工 期：   年 月 日～ 年 月 日 

  ※「主任技術者の兼任承認願」を作成すること。 

 
□ 
④ 

  ※工事一括管理を行う場合は「工事一括管理承諾願」を
作成すること。 

営業所技術者等との兼任 
（該当する□に印を付すること。） 

□あり     □なし 

兼任に係る県確認欄 確   認   日：   年 月 日 
兼任工事発注者：  

注 １  工 事 場 所 の 項 は 、 市 町 村 名 ま で 記 入 す る こ と 。  

２  完 成 時 期 の 項 は 、 開 札 日 か ら 起 算 し て の 年 数 と す る 。  

３  受 注 形 態 等 の 項 の ( )内 は 、共 同 企 業 体 に お け る 自 己 の 出 資 比 率 を 記 入 す る こ と 。 

４  入 札 説 明 書 ○ (○ )に 掲 げ る と こ ろ に 従 い 、追 加 資 料 の 提 出 を 求 め ら れ た 者 に つ い

て は 、 開 札 後 速 や か に 、 監 理 （ 主 任 ） 技 術 者 の 資 格 等 （ 請 負 予 定 金 額 4,500万 円 以

上 （ 建 築 一 式 工 事 に あ っ て は 9,000万 円 以 上 ） の 場 合 は ３ ヶ 月 以 上 の 恒 常 的 な 雇 用

関 係 を 含 む 。 ） 及 び 従 事 経 験 を 証 す る 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

５  従 事 経 験 の 工 事 に 工 期 の 全 体 を 通 し て 配 置 さ れ て い な い 者 を 監 理（ 主 任 ）技 術 者

と し て 配 置 す る 場 合 は 、上 記 ４ に 加 え 、入 札 公 告 に 掲 げ る 工 事 の 内 容 を 施 工 す る 期

間 に お い て 配 置 さ れ て い る こ と を 証 す る 書 類（ 従 事 経 験 の 工 事 の 実 施 工 程 表 等 ）を

提 出 す る こ と 。  



６  専 任 配 置 の 特 例 を 適 用 す る 場 合 は 、専 任 配 置 の 特 例 の 項 の「 □ あ り 」に 印 を す る

と と も に 、 ① か ら ④ の う ち 該 当 す る 項 に 印 を す る こ と 。  

７  建 設 業 法 第 26条 第 ３ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 監 理（ 主 任 ）技 術 者 の 兼 任 を 予 定 し て

い る 場 合 は 、 「 人 員 の 配 置 を 示 す 計 画 書 」 を 作 成 の う え 提 出 す る こ と 。  

８  建 設 業 法 第 26条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 監 理 技 術 者 の 兼 任 を 予 定 し て い る 場

合 は 、 専 任 配 置 の 特 例 の 項 を 記 載 す る こ と 。  

＜ 専 任 配 置 の 特 例 の 項 の 記 載 例 ＞  

 ○ 他 工 事 と の 兼 任 に つ い て  

  ・ 発 注 機 関 ： ○ ○ 市 （ 担 当 課 ： △ △ 課  089-***-****）  

       （ 監 督 員 等 名 ： ○ ○  ○ ○ ）  

  ・ 工 事 名 ： 市 道 △ △ 線 道 路 改 修 工 事  

  ・ 工 事 場 所 ： ○ ○ 市 △ △ 町 □ □ 番 地 先  

  ・ 工 事 現 場 の 間 隔 ： ○ .○ km 

  ・ 請 負 金 額 ：      円  

   （ 契 約 前 ） □ 4,500万 円 以 上  □ 4,500万 円 未 満  

   ※  建 築 一 式 工 事 の 場 合 は 「 4,500万 円 」 を 「 9,000万 円 」 に 読 み 替 え る 。  
        （ 契 約 済 み の 場 合 は 、 請 負 金 額 を 記 載 す る こ と 。 ）  

        （ 契 約 前 の 場 合 は 、 該 当 す る □ に 印 を 付 す こ と 。 ）  

  ・ 工 期 ： ● ● ○ 年 △ 月 □ 日 ～ ○ 年 □ 月 △ 日  

○ 監 理 技 術 者 補 佐 に つ い て  

  ・ 氏 名 ： ○ ○  ○ ○  

  ・ 法 令 に よ る 資 格 ・ 免 許 :○ ○ ○ ○  

９  建 設 業 法 施 行 令 第 27条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 主 任 技 術 者 の 兼 任 を 予 定 し て い る 場

合 は 、専 任 配 置 の 特 例 の 項 を 記 載 す る と と も に 、「 主 任 技 術 者 の 兼 任 承 認 願 」を 作

成 し 、 発 注 機 関 か ら 承 認 を 得 る こ と 。  

＜ 専 任 配 置 の 特 例 の 項 の 記 載 例 ＞  

 ○他工事との兼任について 

  ・ 発 注 機 関 ： ○ ○ 市 （ 担 当 課 ： △ △ 課  089-***-****）  

       （ 監 督 員 等 名 ： ○ ○  ○ ○ ）  

  ・ 工 事 名 ： 市 道 △ △ 線 道 路 改 修 工 事  

  ・ 工 事 場 所 ： ○ ○ 市 △ △ 町 □ □ 番 地 先  

  ・ 工 事 現 場 の 間 隔 ： ○ .○ km 

  ・ 請 負 金 額 ：      円  

   （ 契 約 前 ） □ 4,500万 円 以 上  □ 4,500万 円 未 満  

   ※  建 築 一 式 工 事 の 場 合 は 「 4,500万 円 」 を 「 9,000万 円 」 に 読 み 替 え る 。  
        （ 契 約 済 み の 場 合 は 、 請 負 金 額 を 記 載 す る こ と 。 ）  

        （ 契 約 前 の 場 合 は 、 該 当 す る □ に 印 を 付 す こ と 。 ）  

  ・ 工 期 ： ● ● ○ 年 △ 月 □ 日 ～ ○ 年 □ 月 △ 日  

10 建 設 業 法 施 行 令 第 27条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 同 一 の 監 理（ 主 任 ）技 術 者 に よ る 工 事

の 一 括 管 理 を 予 定 し て い る 場 合 は 、「 工 事 一 括 管 理 承 諾 願 」を 作 成 の う え 提 出 す る

こ と 。  

11 監 理 技 術 者 又 は 主 任 技 術 者 を 専 任 で 配 置 す る 必 要 が あ る 工 事 に お い て 、営 業 所 技

術 者 等 と の 兼 任 の 項 で 「 □ あ り 」 を 選 択 し た 場 合 は 、 「 人 員 の 配 置 を 示 す 計 画 書 」

を 作 成 の う え 提 出 す る こ と 。  

12 営 業 所 技 術 者 等 が 現 場 代 理 人 又 は 法 第 26条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 監 理 （ 主 任 ）

技 術 者 若 し く は 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 監 理 技 術 者 と 兼 任 す る こ と は 認 め ら れ な い

の で 、 留 意 す る こ と 。  

13 監 理（ 主 任 ）技 術 者 の 専 任 配 置 の 特 例 に つ い て は 、監 理 技 術 者 制 度 運 用 マ ニ ュ ア

ル （ 平 成 16年 ３ 月 １ 日 国 総 建 第 316号 国 土 交 通 省 総 合 政 策 局 建 設 業 課 長 通 知 ） の 内

容 に 留 意 す る こ と 。  

14 兼 任 に 係 る 県 確 認 欄 の 項 は 、 応 札 者 に お い て 記 載 す る 必 要 は な い 。  



（様式第３号） 
 

入札参加資格不適格通知書 

 
第    号 

  ○年○月○日 
 
 
住    所     
商号又は名称 
代 表 者 名                             様 
 
 
 
                            （契約担当者） 
                             （※知事又は地方局長） 
 
 貴社が先に入札した下記工事の入札参加資格を審査した結果、下記理由により入札参加資

格がないことが確認されました。 
 よって、愛媛県会計規則第１３９条の規定に基づき貴社が行った入札は無効となります。 
 

記 
 

                                                                                 
  入 札 公 告 日         ○ 年 ○ 月 ○ 日  

 
  入 札 日         ○ 年 ○ 月 ○ 日 
 
  工 事 名 

 

 
 入札参加資格がない 
 と認めた理由 
 

 

 
 なお、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求める者は、○年○月○日までに

○○課へその旨を記載した書面を持参の上、提出してください。   
 


